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RangeofMarriagein Southern Thailand

aCaseStudy in aThai-Islam Community-

by
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ThisisthesecondoftheserialarticlestitledHSocio･economicBasisofSocial

CommunicationinSouthernThailand,Hthefirstofwhichwaspublishedinγol.5,

No･40fthisjournalas"LandTenureinSouthernThailand-aCaseStudyina

ThaHslam Community-.M Inthisarticle,the authortriesto analyzesystem-

aticallythebasicsociologlCalfactorswhichconditiontheformationoftl一erange

ofintermarriageamongpeopleresidingindifferentcommunitiesintheSongkhla

Thai-Islam belt.

InPartI,generalobservationsaremadeonaspectsofthemodeofmarrlage.

RigidityofprlnCiplescharacteristicofanyMoslem marrlageisapparentlybeing

lostinthecommunity,wherethe authorconductedafieldsurveyonthistopic

from luly1964throughJune1966.Therearealsonorigidrulesforpost-marital

residence,althoughneolocality iscomparativelyratherfrequent.Varioustypesof

householdareexaminedwithreferencetonegligeablyfewcaseofpolygynoushouse･

holds.Adoptionandinfantbetrothalarenotmattersofculturalprohibition.

InPartII,theauthorfocuseshisattentionto the Hmarginal"casesofinter-

marriage:intermarriagewithBuddhistneighborson onehand and thatwith

peoplefrom geographicallydetachedareasontheother. Asmanyastencases

ofmarrlageWithBuddhistswerecountedamong nearly threehundred samples

collectedinthisMoslem community.There areclear-cutcommon characteristcs

ofsocialbackgroundinallofthosecases.Astoremoteareas,thereareseveral

casesofintermarrlageWithpeoplefrom remotedistrictsandprovinces although

thevillagersshow strikingpropensityforpreferenceofin-villagecoupling.
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矢野 :南タイにおける通婚圏の形成

は じ め に

本稿は,先 に執筆 した ｢南タイの土地所有 - タイ ･イスラム村落におけるケース ･スタデ

ィー- ｣ (本誌第 4巻第 5号掲載)に続 い て,南 タイにおける socialcommunication の社会

的 ･経済的基礎を探 る試みである｡

人 口の流動を特定 の土地に定着 させ る契機 と して,あるいは人口の移動を招 く契機 として,

婚姻は もっとも重要な役割をはたす｡婚姻 と社会的流動性 との深い関連 についてはすでに多 く

が語 られている｡ 本稿では,なかで も婚姻による人目の地理的移動 ･拡散 に着 目 して,筆者U)

調査地 ドー ン ･キ レク村1)の住民が形成す る通婚圏のひろが りを調べてみようと思 うo婚姻に

よる上下の社会的移動 (vertical mobility)は, ドー ン ･キ レクに関す る限 り,現状ではまだ

問題にす る必要はない｡

社会的流動性 との関係において,婚姻を語る場合には,たんに通暗闇の地理的ひろが りそれ

白休を語 ることは望 ま しくないCなぜな ら,通婿圏が形成 され る過程において,やは り婚姻U)

諸様式や諸局面が,なにげない形で,流動化uj助 長要因 と してあるいは阻害要因と して,意味

を もつか らである｡婚姻をめ ぐる文化様式を,なるべ く詳細 こ,そcJjrl政さ (rigidity)｣や ｢く

ずれ (looseness)｣に着 目しなが ら検討 してお く必要があ7,と考えるO 婚姻の諸局LfilJujかな り

細部までが意味を もつ と考えたい｡

本稿では,まず前半で婚姻の又化粧式について,流動化要囚 となるポイ ン トを拾い11検討

し,後半では,通暗闇形成上,常につ きまとう限界的堅 (marginal barriel･)に 吉日]して,仏教

蓑 t ドーン･キレクの適齢圏 (I)

＼ - 女

男 ､＼ ＼

ドーン･
キレク

タンポン･
パ ウォン

郡 内 他 村

県 内 他 郡

他 県

計

注 :タンポン (tambon)は行政村を意 味 し,タンポン･パ､ンォンには, ドーン･キレクを含めて

7muubaanがあるC

1) ドーン･キレク村の特徴については拙稿 ｢南タイの土地所有｣ (以下 ｢L地所有｣と略称する)pp.

10-12に記しておいた｡なお,本稿では, ド-ン･キレクを ｢村｣と便宜上呼ぶが,正しくは muu
baanで しかない｡また ｢村｣を,ここでは自然 村としても行政的区画としても用いる｡時には ｢集

落｣や ｢衆落｣という表現を用いたりするが,社会関係の地理的単位を語るうえでは ｢村｣を用い,

たんなる家屋の集団や集中をいう場合には, ｢集落｣や ｢衆落｣を用いている｡すべて便宜的呼称で
ある｡
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東南アジア研究 7巻 4号

徒との通婚および遠隔地との通婚に焦点を しぼり,そこにみられる社会的特徴から,将来の通

姫の傾向を推測 してみたい｡

とりあえず,議論の出発点を作るために,本稿でサンプ ルとして用いる世帯主夫妻293組 (内

2組は村外出稼ぎ中で調査不能)の出生地別組合せを表示 してみよう (表 1)｡ 出生地を とり

あえず行政区分 (cangwat,amphaa,tambon,muubaan) 別にわけて掲げてみる.実は,こ

のように行政区分に拠ることは無意味なのである｡ 以下本文中でいろいろと検討を重ねたあと

では,本表の不備もわかり,より正確な区分による分類を考えることができるようになる｡ そ

こで,本稿の末尾に再び同じような表を掲げて本稿の結論とすることになろう｡2)

Ⅰ 婚姻様式と婚姻後居住

t. 婚姻の諸局面

ドーン･キ レクにおいて,すべての社会関係の基礎をなすのは,婚姻によって成立する最低

1組の夫婦よりなる khr〇〇pkhrGa (家族 ･世帯)である. すべてのイスラム社会と同様に,男

女の性別に,それぞれ果た しうる社会的機能の明確な相異がある以上,一定年齢に達 した男女

は必然的に結婚を行ない,それによって十全の社会機能を備えたムスリムおよび ドーン ･キ レ

ク村民とならねばならない｡

婚姻年齢の組合せはいちがいに決まらないが,後に掲げる婚姻実例 (表 7)では,初婚同志

表 2 年代 (現在の年齢)別初婚年齢 (男子の場合)

計

計 ･ 17llOlllt36!25回 28i22I18I31215L2I61 472272

2)この機会に,1968年 9月から69年 6月にかけて,筆者が自由に研究し思索する機会とそのためのあら
ゆる便宜を与えてくれた GeorgeWashingtonUniversityに感謝したい｡また,ワシントン滞在中,
本稿の準備を進める上で絶えず多面的な刺激を与えてくれた American University の Southeast

AsianStudiesGroupにも感謝の意を表したいと思う｡そのはか JohnH.Badgley 教授 (SAIS,
John'sHopkinsUniversity),BernardGordon博士 (Researcll& AnalysisCorporation) には

公私ともに厚誼をうげ,その間,いろいろな形で,多大な示唆と教示を受けることができた｡感謝し

たい｡
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矢野 '.南 タ イにわlけろ過婚圏U)形成

の場合,男性21女性18,男性23女性19,男性23女性16,男性20女21という結果をみる｡ これで

おおよその趨勢がうかがわれよう｡表 2と表 3に,男女別,現在の年齢別に初婚年齢の統計を

掲げる｡ 村民の記憶に頼った資料であって,正確さはないが,だいたいの ところは読みとれ

るOすなわち,男性の初婚年齢は20-24,5才のあいだに収まり,女性のほうは顕著に17-20

才のあいだにちらぼる｡

ドーン･キレクには,31才以上になるのにまだ独身でいる男性が8人いる (31,31,32,34,

35,35,35,36)｡このうち2人 (31,34)は,ポノ (poれo,pOndokの タイ語での呼称)留学で

表 3 年代 (現 在 の年齢)別 初婚年齢 (女子の場 合 )

至 上 i _上 上 戸 ｣車計 ｢ 5丁 不 五 十lTi

42137E31i301131201 8

注 :?を付したのは信頼性の薄いことを示す｡

婚期が遅れたものであり,やがて良縁を得よう｡ 1人 (31)は警察に追われる犯罪者である｡

残る5人はさしたる理由もな く (経済的条件はすべて整っている),女性に嫌われている｡

初婚年齢を左右する社会的 ･経済的条件として,土地相続を考えることは, ドーン･キレク

に関 しては妥当でない｡なぜなら,両親の土地は,子供の結婚後,なしくず し的に生前予定分

割が行なわれ,比較的早期に (結賠後 l-5年のあいだに)管理占有権は委ねられるからであ

る (｢土地所有｣p.24)｡もっとも,両親の土地所有が僅少で,きょうだい問順位の高い者,あ

るいは村外出生者などは概 して高い年齢を示すといえる｡ 初婚年齢を左右する要因の一つに,

あるいは,後述の婿資金(biakhanmaak)があげられうるかもしれない｡筆者も,金額の折 り

合いがつかず話がまとまらないで,1-2年結婚がのびた例を二,三観察 した｡少な くとも,

ある場合には,婿資金は1-2年程度婚期をず らす程度の影響力はあろう｡ しか し,これも決

定的要因になるとはいえない｡

要するに,初婚年齢を決定するのは,複雑ないくつかの原因の組合せによるものであって,

いちがいには-,二の要因に還元 して しまえないようである.

配偶者選択のなされ方を,村民は三つの範噂にわけている｡
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(1) 息子の両親による選択で,被選択者のほうでも両親の意思が決定に働 く場合 (ph〇〇met

bankhap,ph〇〇methaahai).

(2) 息子が自ら捜すか,息子あるいは娘の個人的意思が婚姻に強 く働 く場合(baaeeng)0

(3) かけおち,同棲の場合 (phuudjingban maa)｡

(2)と(3)の事例はけっして少な くない｡(2)の当事者選択 (-～ ･エーン)は,(3)に近い場合と

(1)に近い場合とにわけられる｡(3)の ｢かけおち｣には,女子が男子の家に居坐って自宅に戻 ら

ない場合,2人がわざと揃って町に出て数 日帰村 しない場合など,両親にたいする抵抗として

行なわれる｡

しかし, ドーン･キレクでもっともよく行なわれるのは, (1)の両親による選択で ある｡た

だ,本人たちの意向には十分の考慮が払われる｡純粋に両親強制(バンカップ)でなされると,村

民は ｢パターニーみたい｣だと批評する｡ 反面にもっとも極端な場合には,infantbetrothalと

おぼ しき例す らみる｡ すなわち,精霊師 (m〇〇phii)に誕生日の運合わせを行なわせ,それによ

って幼児段階で将来の結婚の口約束を行なっておく場合である｡ 5,6才から12,3才にかけ

て行なわれるが,成人後解約になるケースが多い｡成立 している例を少な くとも2例数える｡

親による配偶者選択の際考慮される相手の条件は,(1)富(-土地所有)(2)学識(miikhwaam-

ruu)(3)性格 (khwaam-penkhondii) などoj実用的条件がごく常識的に判断の 根拠 とされ

る｡ かりに相手の｢いえ｣に犯罪者がいようと,それは結婚の妨げとは考えられない｡ む しろ,

それ ら以外に,相手の家族との交際の容易さ (sangkhom kandaidii)という条件が通例とし

て加わる｡ これは,この村に ｢い え｣の意識が欠如している以上家格の対等や家風のことでは

なく,あくまでも地理的距離のことである｡もっとも好まれるのは村内嫡 (baandiaokan)で

ある｡村外姫の場合は,不便を理由に婿資金を高 く要求する傾向がみられる｡ 村内姫は,必ず

しも同一衆落 (klum diaokan)ではない (表 4参照)｡

配偶者選択で考慮される incesttabooの限界線としては,村民は四つを列挙する｡ (1)いと

表 4 衆落(klum)内姫の比率

(現世帯主の婚姻について)

計
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こ同志(luukphiiluukn〇〇ngkan)

は 許される｡ (2)養 子 ･も らい 子

(luukliang)とは許される｡ (3)同一

父 (ph〇〇diaokan)･同一母 (met

diaoka¶)から出た子同志は許され

ない｡(4)孫 ･甥 ･蛭のあいだ (laan

kan)は許される｡ いとこ始に特別

な区別はない｡

また,いとこ婿を忌避する傾向も

みられない｡



矢野 :南 タイにわける通娼圏の形成

配偶者候補が意中で決まると,息子C/j父親は,｢どこUj誰でもいいが,相手が恐れ入 る (kreng

cai)ような｣人を仲介人 (khonklaang)に選んで,相手の意向を打診する｡ 仲介人は柏手の

宏を訪ね,娘の両親にむかって rもし××oj子C,)○○がお前の娘をほしいといったら,承知す

るか｣と訊 く｡ 父祖は返答を数 r]ojほ しうるが,承知する場合は,｢あんたにまかせるよ (taam-

caitua)と答える｡ 結婚U)申 し込みを受 けた時,発言権をもつU)は父親である(その次は,伯父

lung,叔父 naa である)｡付親に発言権はない｡時には承知するまでには,いちおう親族 中 の

写真 1 khanmaakの実物,:これを色セロファン

で包んで女廿が運ぶ

二Lだったものと相談する｡

仲介人 (人がかわってもいい)は,原

則的承諾を得たあと,2回目の訪問を行

IiJ) こU).-眉用を khこ)Okhanmaakとい

い屯祝され,3人C/)女性がマ-ク (ベテ

ルナット),JfOjせた容器 (khanmaak)

･JL-運ぶ場合が:'i;いO娘の両親にむかって

｢× :この 子の 00になにを 要求 する

か｣ と訊 く｡その解答いかんによって,

仲介人は 幾度か 足を運んで 取引 の仲介

･1･行なわねばな らない こ 且 予U_〕丈は, この段階で値引き (kh〇〇lotlong)を求めることがで

き,時 には活を日航に戻すこともありうる〕

ふ-)う娘uJ粗C/)求めろ条件日I, (1)I,京U)新築,('2)現金, (;ミ日 1)と(-2)の双方,の三つにわかれ

る｡J束oj新築だけuj場合でも,建築費を現金で婚姻契約式以前に手渡 し,契約式で少額の現金

を手渡す ことになる.｣ 婿側が支払 う現金つまり婿真金を, biakhanmaak (｢ベテルナット

C/)容器U)かね_メc/)忠)という,,,条件に｢いて合意がととのうと,し自二ちに婚礼oj口取 りを精霊師

(m o〇phii)に依頼 して,誕/打 l合せで定めねばならない｡ 婚礼o)目の前 rlに,イスラム法 に

よる婚姻契約｣･じ(nika.雨タイC:)人間はなまって likaという)が行なわれ,同時に biakhan

maakが手渡されるcJ)が通例である｡ しか し,これ らは,婚礼の 1週間前になされることも可

能であるC こU_)nikaおよび biakhanrnaak納入o)Hを,ふつ うwanfaakbaauといい, 花

嫁oy束を新郎が訪問して行な:われるo

Nika は,イマムと鉦 ノ＼(khonraprコOng)2ノ､､,花嫁,Jj父,新郎,その兄弟友人とで,基本

的に構成されるっ筆者が観察 した例では,夜の9時頃に始まり,全員祈祷のあと,イマムの手

で用意された婚約評明書 (写真 2)にイマムと2人の証人の署名がなされた｡次いで,イスラ

ム法uj導唱 (nan aankuran)がイマムと新郎とでなされ,証明書を新郎に読ませたあと,新

上冊 ミ評_明書下段の約言 (khan tale)3) の下に署名を し,花嫁の父が指印を押す｡

3)taleは,マレー語の taalikのなまったものである｡
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写真 2 婚姻契約証書｡上半分に婚姻を結ぶ
当事者名と婿入金の金額が記してある
下半分は khamtaleであるo

最後に全員祈祷のあと,食事が出て,式は

終わった｡ニカのあと,新夫と両親を傍 らに

従えた花嫁に,銀の容器 (khany〇〇ng)にの

せた biakhanmaakを,｢これはあんたへの

金だ｣といって手渡す｡花嫁は ｢ありがとう

(コープ ･チャイ)｣と受けとった｡

正式な婚礼では,この婚約儀式の翌 日に,

盛大な家入 りの儀式と祝宴(phithii,kaankin

liang)があるが, ドーン･キレクで注目され

るのは,婚姻契約式だけが行なわれ,祝宴そ

の他の婚礼儀礼を行なわない結婚が多い事実

である｡ 村民は結婚の様式を3種にわける｡

(1) likathaunan(ニカのみの結婚)

(2) pithiin〇〇i(小規模の祝宴)

(?,) pithiiyai(大規模の祝宴)

これの比率を, ドーン･キレク5衆落中の

3衆落202世指の戸主の結婚について調査 した結果が,表 5である｡ もっとも,再婚の場合,

｢かけおち｣の場合,後に述べる仏教徒との結婚などではニカのみの結婚がふつうとされてい

るので,通常の初婚の場合の祝宴を伴う

婚礼の比率はもっと高 くなろう｡ それに

しても,初婚においても,一種の儀式簡

略ともいえる ｢ニカのみの結婚｣が別に

不思議 もな く行なわれているのは注目に

値する｡もっとも,婿資金の不払いは,

｢ニカのみの 結婚｣でも許されず,従っ

表 5 結婚の様式別統計

様 式 l 例 数 l 小 計

計 202 t 202

て,いかなる場合でも婚約契約式はnika

と biakhanmaak手渡 しの双方の儀礼を含んでいる｡

婚姻の経済的局面をみると,まずいま述べた biakhanmaakが花婿によって必ず用意され

ねばならない｡原則として現金で支払われるが,例外的に土地登記書や牛を 1-2頭手渡す場

合もありうる｡花嫁の側の要求する現金をつ くるには,土地 ･家畜の売買によって,これを行

なう｡逆にいうと,結婚を断わる理由に ｢金がつ くれない｣ということをニカ以前の段階でい

うことも可能である｡

Biakhanmaakの金額は,時代とともに変わってきている｡ 最近の相場は最低 1,000バー
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ツ,最高 5,000バーツである｡ 通例は 2,000-3,500バーツ の問におさまるが,筆者は事実,

5,000バーツの例をみた｡再婚の場合は,相当に金額がさがる｡

花嫁の側が,受けとった biakhanmaak をどう使用 したかを,中央宋落 (104世帯)で聴

き取 り調査 した結果が表 6である｡

蓑 6 Biakhanmaakの使途 (中央宋落を調査)

使 った主体

妻 の 両 親 亘)

妻 の 両 親 ②

新 妻

て の 他

計

用 途 に つ い て の 解 答

両親がつか う

両親が土地を買う

両親が自分達の表を拓等昌一る

両親が機械を買う

母親が首飾 りを買う

両親が何につかったかわか らない

両親が土地を買い,それを新妻にゆずる

両親が土地を買い,それを析邸に与える

両親が現金を受け取 り,土地を夫に与える

両親が一部を取 り,残 りを夫に返す

母親と新妻とで家事に消農する

新妻が首飾 りなどにつ,r7),う

一部を新妻がつかう

新郎折婦の二束の新築にあてる

新郎新婦が土地を買う

新郎新婦が機械を買う

夫に返す

両親が新夫の家から土地を二受け取る

不明 (知 らない,を含む)

例 数 】小 計

2

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

0

1

"
1

3

1

5

4

一
l

ドーン ･キ レクのイマムの登記簿では,写真 2を解読するとわかるように,婿資金 biakhan

maakが ngansiikhawen(タイ語 と マ レ-語の混交語で結婚契約金の意)と記録 されており

(この写真の例では総額 2,000バ ーツ｡ 1,400バーツと600バーツの分割払いとなっている),釈

方の区別はない｡またイマム-の謝礼は花嫁側 が払い,25バーツが相場であるが,食事だけで

払わない場合 もありうる｡

しては,部屋の飾 り付け (200バーツ),花嫁側の ベ ッ ドおよび 寝室の 新造 (500-3,000バー

ツ),洋服の借 り賃 (男 40-70バ-ツ,女 100-400バーツとかなり高い),発電器 ･拡声器セ
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写真6 花婿は,花嫁の許に至るまでに(1)屋
敷地入り,(2)家入 り,(3)部屋入り,と
3段階のそれぞれで5-10バーツのか
ねをとられる｡これは部屋入りの情景｡

7巻 4号

写真3 婚礼に備えて家の飾り付けをする花嫁
- (19才)｡飾り付けの費j削ま50バーツ｡ し

か し,右前方の部屋の新造に 2,000バー
ツかかったという｡

写真5 婚礼の当日｡婿入り行列を導 く
† khanmaakをもった奇数(7-15)

人数の女たち｡女性の任傍である｡

写真4 婚礼の当日Ji二を殺す男たち｡これは男の
- 任務である｡牛 1頭500バーツ｡

写真7 花嫁の家を出て,こんどは花婿の宏
に向かう新郎新婦｡借衣裳の費用は,
しめて 170バーツ｡黒めがねが流行 し
ている｡
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ッ ト (150バーツ)などがある｡

祝宴の態様については,省略す る (写真 3-7参照)｡

2. 婚 姻 後 居 住

まず,具体的な実例の検討か ら始めよう｡ 筆者が第 1回目に調査地に滞在 した1964年 7月 1

日か ら1965年 6月30日にかけ, 5例の結婚を詳細に観察す ることができた｡ その組合せ と婚姻

後尾住は表 7の通 りであった｡

例 1か ら例 4にかけて,いずれ も妻方居住であるが,妻の特徴に共通する点は,偶然にもき

ょうだい問順位が最下位である点である｡ ドー ン ･キ レクにおいては,両親ともっとも長 く共

表 7 婚 姻 後 居 住 の 実 例

例

【

例

年 齢 i初 ･再婚 L長ようだい豊 山Ji地 l 婚姻後居住

21

18

一
23

19 詔芸 l 4,'4

Patrilocal

Matrilocal

Neolocal

3

6

一
O

1
.
9

3

2

1
1
2

2

3

2

表 8 ドーン･キレクにおける婚姻後居住

天- T 妻 l 双方

家繭 続 L 家由 続 E 家産福続1
そ の 他 日 計

0

3

3

8

Lii･ i 63 t 86

30

21

竺

3
-
1 290 11 54 1 33

注 :1)patri- neo,matri-neoの場合はそれぞれ patri,matriに加えた｡
2)村外lIIL/i:_とは,結婚当時まで ドーン･キレク外に居住したことを示すo

住 しうる (yuukapphつつmEenaanthiisut) ことが家屋 ･屋敷地相続の条件になるため,莱

了がそ0)点優遇 されやすい｡ したがって,末子が配偶者を迎え入れる形 になる傾向が顕著に生

ず る｡ こ0)点だけをみても,婚姻後 居住と 家屋 ･屋敷地_相続 との 直接の関連がはっきりしよ
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う ｡

例 5は特殊な例で夫の先妻は死亡,夫の居住する家は先妻のものであり,夫はこの家と血縁

的関係はない｡にもかかわらず,先妻の 高齢の両親を 扶養する必要から,家を継 ぐ立場にあ

る｡ 新妻は5人きょうだい中1位である｡

例 1において,夫も4人きょうだいの4位であるが,生家は3位の姉が継 ぐ予定である｡

ここで具体的な例を離れて, ドーン･キレク全体の統計をみてみよう｡ 現在の世帯主の婚姻

すべてについて調べた結果が表 8である｡

夫方居住より妻方居住のほうがわずかに多いのは,男の末子を家に残 してそれより年の若い

妻を迎えさせるよりも,末子に近い娘を残 してそれより年の多い夫を迎えるほうが望ましいと

考える一般的傾向と関係 しよう｡夫妻双方とも家屋相続 した3例がすべて妻方居住になってい

るのは注目に値する｡

ド-ン･キレクの親族組織が双系的であるこ

とは,図 1のごく基本的な親族称呼体系をみて

もよくわかる｡ また,土 地 相 続 に,均分相続

(bEengthaokan)という明確なル-ルがあり,

イスラム的原理はほとんど働かないという事実

についてはつとに検討 した (拙稿｢土地所有｣参

拷)｡従 って,婚姻後居住の夫方 ･妻方を別段問

図 1 ドーン･キレクの親族称呼

Wa (1Lla c)lLIu pn:0日er)(〉o"nL,Pr)()Ot'叩L̀Stつ

(rL)(Tot･1

)-i_lll､ILH-
1｢1=△ ･l

TTl.1 1＼.I lh;I (･lnJLLthLJu

題にしようとする傾向はまったくみられない｡

婚姻後居住は,婚約に際 して,双方の親同志の話 し合いできめられる｡新婚夫妻に居住を定

めた理由を質問すると,おおむね ｢なぜならここにはほかに誰もいないから (phr〇waathii

niimaimikhraiyuu)｣という答えを得る｡

Neolocalが,統計上かなり高い数字で出たが,この点については,以下の箇所で 触れるこ

とにしよう｡

3. 家族構成の類型

婚姻後居住の問題を別の角度からみると,家族の類型の問題に至る｡ 人口定着を左右する重

要な要因の一つとして,家族形態類型の 多様化に みられる傾向を 検討 して みな くてはならな

い｡

ドーン･キレクの一世措平均人数は5.05人である｡ 図2に ドーン･キレクにみられる家族形

態の基本的類型を示 しておいた｡

1) Sは単身世帯である｡

2) MCで示 したのは,夫婦家族である｡
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図 2 家族構成の諸類型

1. S

2. MC

3. NF

4. ExAl
例)

5. ExA2
例)

A oro 6.ExB
例)

△=O

AAo 7･ ExIS)

貰o

烹○

3) NFは核家族である｡

4) 拡大家族 ExAlは, 1

人の有配偶の子が親の許

に残 り,同時に他の未婚
のきょうだいも同居して

いる型である｡

拡大家族ExA2はExAl

の変型であるが,2人の

有配偶の子が,他の未婚

きょうだいとともに粗と
.撃 A 8. Ex急 も 5)

同居 している型である｡

6) 拡大家族 ExBは, 1人の有配偶の子が親と同居 している型 である｡

7) 拡大家族ExCは,ExAか ら親の世代が消えた型であるO

8) 拡大家族 ExDは,婚姻が3世代に及んでなされている型であり, 1世帯に3世代にわた

って3組の夫婦が同属 している場合である｡

表 9は,これ らの諸類型が, ドーン･キレクの現在の戸工夫妻にどういう頻度でみ られるか

を調べた統計である｡

単身家族 (S)の4例を,姓名 ･年齢別にみると,(1)女57(2)k24(;3)女73(4)男34である｡

蓑 9 ドー ン ･キ レクにおける家族構成の類型

種 粧 標 準 j離死別 l

2

6

521

拡

大

家

族

17

1

56

1

2

計 i 210

2

1

2

1

2 33

日
リ

62

計 目 視 婿

紺

EiiZg
g

2

2

./_＼
(
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注 :種別欄にある ｢複合｣は,離死別,再婚,同居などが二重に生 じている場合をいう｡

内 訳

再 婚+kin-----･-8例

再婚+離死別+kinI--1例

離死別+kin--･-･--2例
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このうち(りと(3)は夫と死別 した老齢女性であり,夫と暮 らしていた家に留まっている場合であ

る｡子供と隣り合わせに居住 している｡(2)は,結婚に先立 ってすでに両親と別居 して しまった

特異な例である｡ 別居の理由は,父が第 1妻と死別後,第 2妻をもらったからとされている｡

(4)は未婚男性が自分の土地に家を新築 し単身居住 している例である｡

夫婦家族 (MC)の8例ヒト,新婚家族は3例,子供が成長分出した場合が 1例,子供がない

高齢夫婦が2例,残る2例が再婚夫婦である｡ 新婚の3例は,いずれも婚姻後居住が neolocal

のケースであり,年齢は(1)夫27妻21,(2)夫23妻19,(3)夫18妻18の組合せである｡

核家族 (NF)は,数の上からはもっとも多い｡

拡大家族 ExAlは,子供の婚姻後居住が matrilocalであれ patrilocalであれ当然生ずる類

型である｡ しかし,長期的には永続 しない不安定な類型であると考えられる｡なぜなら,有配

偶の子はいずれ別居 して核家族をつ くるか, あるいは他の きょうだいが 分立 して,拡大家族

ExB の類型となるか,どちらかに移行するからである｡ 拡大家族 ExA2は,有配偶の子が複

数同店する型で,したがってこの場合 1世jrF,:内に夫婦は3組同属することになる｡ わずか 1倒

しかみられない珍 しい型である｡

この 1例 は,未妹の配偶者が他県出身であるため (第Ⅰ葦他県との透姫の箇所参照O表11中

の例 3),両相はこの大姉をいずれは分1'T.させる予定で一時的に同屈させているケースである

(図3)0

拡大家族ExBは, ドーン･キレクではもっとも普副 内な 拡大家族の類型である0両粗より

尾敷地を相続する有配偶の子だけが両親と扶り,他のきょうだい がすでに分立 した型である｡

(この型を生み出す土地所有 ･相続の法則については,拙稿 ｢土地所有｣を参照されたい｡)

拡大家族 ExC は1例だけ得 られるが,これも過渡的な不安定な型とみてよい｡なぜなら,

同居きょうだいはいずれ分立 し,ごく典型的な核家族に移行するからである｡

拡大家族 ExD は,有配偶の子をもつ夫婦が両親と孫とをもった事例であり,2例も存在 し

た｡図4にその具体的な型を示 しておく｡ 初婚年齢が低い ド-ン･キレクにおいては,この型

が生 じても不思議ではない｡

以上の請類型を通 じて,離 ･死別家族を 26例,再婚を 26例 (複合型を加えても35例),ひき

とり同属を16例 ,養子を 2例数える (複婿については後にくわ しく述べる)｡

図 3 拡大家族ExA2の実例

(数字は年齢を示す)
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図 4 拡大家族ExDの実例 (数字は年齢を示す)

048
日詰

い
4

A71
ム2

3

盈

miTAl託
△23

2例
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離 ･死別家族 (denudedfamily)は世帯主の配偶者が欠ける場合で,女子を欠 くのはわずか

3例,残 りはすべて男子を欠 く例であり,残存者が50才以上の場合を14例数える｡29才以下は

皆無で,30才台はわずか 3人である｡ この型は,再婚複姫によって欠損が補われる可能性が残

されてはいるが,このように高齢者が多いため,この型のまま続 く可能性が高い｡

再婚は,正確なデータが掴みに くいが ドーン･キ レクにおいては離婚と同様に,いたって頻

繁に行なわれている｡再婚を忌避すべきものとする社会的規制条件はなく,また再婚の場 合は

通例儀式簡略 (-カのみ)が当然視されているので,自然に行なわれうる｡結婚回数 5回が最

高で 1例 を数え,4回を 3例数える｡

ひきとり同居には,親きょうだいを別の世帯か らひきとって同居 させている場合,高齢の親

とっている場合,離 ･死別 した有配偶のきょうだいか ら子供をひきとっている場合の三つが主

たるケースであるが,特異な例としては,ジャワ島人と称する ｢流れ者｣(未婚男性)を下男同

様に労働力として用いつつ,戸簿登録にも記載 している例 をみる｡

養子 (ltlukyok)を 2例をみる(死亡例を加えると実数はもっと多い)｡ 養子を禁忌とする

凪潮はみ られ左い｡仏教徒的左同情の.lLL,tJq情 (henduu,sons:ltln)は 臓 昔にみ られ,この点 ドー ン

･キ レクはタイ化 しているといえよう0 1位是,村尺にきくと,十供 が左 い畔に養子,Trもらうこ

とによって,徳 (bun)がさずかろ,と答える02例とも他村からのもらい子である｡ 1棚 こ

おいてほ 5バーツの対価が千の実の粗に 支払われたという (約15牛前).｢他の 1例は, 1児を

三桟して両用が死んだ後,子供のない無縁の大姉が養子に した例である｡

ところで,以上の家族類型について,その諸類型がい かなる社会 ･経済的要因によって定ま

るのか,あるいは, ドーン ･キレクには特定単一の望ましい家族類型が存在するのか,など人

串な問題が残る.豪族類型を羅列的に並べて統計をとってみることよりも,実は,それ らの類

型 の/J:_じ方 ･分かれ方に働 く社会的 ･経済的要閃,を求めるほうが木棺の主題にかなった汀･こしい

問題意識だといえよう｡

ここに興味深い一つの実例がある｡図 5は,レ･サ-イサ- ツト (lesaaisahat) とその妻

fir鋸とする3代にわたる系譜図である｡ レ･サ-イサ- ツトは中央宋落に鎮まれ,婚姻後,｢無

断耕作 capcつつng｣により村の最南端付近の森に約50ライの土地を獲得 し,そこに移住 し,糟

準核宝族を 形成 した (図 6A)0 10人の子供を もうけたが,第 1子は天山を して村をJHIT,第8

子は幼 くして死亡 し,残る8人がその土地の 牲前 分割を受けた (図 6参照)0 8人は,婚桐に

より村外に移住 した第 7子を除いて, 婚姻に際 しては 自分の分け前の 土地に新居 住をな した

(図 6B)｡木表には第 5手が残 り,屋敷地を 相続 することになった｡労働力として,もっと

も長期にわたって両親をたすけうる年配に当たっていた偶然による｡

ところが,図 5巾にいわゆる第 3世代は22人 (すべて既婚)の多 くを数え,その内9人が村

475



東南アジア研究 7巻 4号

図 5 サ-イサ-ットー族の系譜

第3-世代の有配偶化完了 く ト 未完了 一斗

注 :1)図中の数字 し1,2-1′,2〝など)は,図6の数字と対応する｡
2)○●△●は村外居住を示す｡

3)因 亀 は現在までにすでに死亡している事実を示す｡

4)●▲は屋敷地,家屋の相続人となったもの｡

図 6 サ-イサ-ツトー族の分立過程を示す家屋配吊概念図

A 第1世代

B 第 2世代

⊂コ1 こ昌 ＼ □3一､5 2 ロ7

⊂コ4 ⊂コ

C 第3世代

第1-日目し

第2-世代

第3一世代

注:1)数字 (1,2-1′,2〃など)は,図5の第

2~世代に付された数字と対応する｡
1+1′などは,同居を示す｡

2)→ は分立を示す｡
3)二二Lは新築無人の家を示す｡

外に居住 している｡ レ ･サーイサ- ツトの第 3子の子供 (2′,2〝,2′′′)は, 3人までが,父の

土地に新居住をな している｡ 第 6子は, 2人の子供がいずれ も matrilocalを強い られたため,

現在高齢なが ら夫婦家族 (MC)を形成 している｡ 現在,家屋の配置は図 6Cのように変わっ

てきている｡村外に出ていた第 7子の土地に,その了･供(6′)が, 新店住 しているのが注目され

る｡

サーイサハ ット一族の例は, ドー ン ･キ レクにおける,婚姻後居住 と家族構成および土地所

有 とのあいだの密接な関係を物語 っている｡

ド- ン ･キ レクの各地に見 られる家いえのクルム (klum-小乗落)の形成史をみると,お し

なべて,サ-イサ- ツトー族が 辿 った のと同 じプロセスで 形成 されたことがわかる｡すなわ

ち,まず単一の核家族が無断耕作によって広い土地を獲得 し,子供の婚姻に際 して,生前予定

分割によって一定区画の土地を与えて, 別居 (neol∝al)させる｡ この第 2世代において, 千

供の数か ら1を引いた数の戸数よりなるクルムが早 くも形成 される｡次いで,第 3世代に至る
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と,土地の余裕がある場合は,再び子供たちは土地を得て新居住をな しうる (クルムは拡大か

つ密集化する)が,そうでない場合には配偶者のほうに居住するか,別の箇所に新店住 しな く

てはな らない｡

このプロセスを新果落形成 ("klum maiHformation)の過程とよびうるし,もう一つ高い次

元においては,派生村形成 ("baanma主"formation)の過程とよびえよう (図7参恨)0

こうしてみると,婚姻後属性にせよ,豪族類型にせよ,土地の経済と密 接に鮎びついている

ことがはっきりするoすなわち, ドーン･キレクにおいてほ,子供のうち両親と最 も長 く共任

し,労働力を提供できるものが家屋を相続 し,他のものは親の住む屋敷地および農地の一隅に

新店住をなす,というのが歴史的には代表的なパターンであったと推察できる｡ しか し,この

パターンが規範性をもつわけではなく,土地保有の多寡に応 じて,便宜的な婚姻後居住がなさ

れ,それとともに柔軟に家族構成の形態が生 じてきたのである｡

ドー ン･ヰ レク全体に家屋の密集化が顕著になりつつある現在,-種の土地過少の補完現象

として多様な拡大家族の類型が見 られるが,特異な類型はいずれも不安定 ･過渡的なものであ

って,やがては,村外とくに遠隔地における新衆落形成あるいは派生村形成を要請する力とな

って働 くことが予想される｡ すでに別稿 (｢土地所有｣)で分析 したように,次世代において,

この村の土地所有は問題性をは らみはじめる｡その時 生ずる新たな状況にいちおうは対応 しう

る点で,婚姻後居住や家族構成に見る便宜的性格は効果的であろうし,同時に, ドーン.キ レ

ク村民の将来における社会的 ･地理的流動化-の適応性を暗示 してもいるわけである｡

次に,家族類型との関連上,特殊な婚姻の類型として,イスラム特有の複婚について検討を

加えておこう｡

図 7 ドーン･キレクにおける派生鮎客形成の概念図

･!!cD ,-i.i

- 歩 道 . マワジット(祈高空)

･･-I--一践晶佃プ遵 ◎ 寄集克

珍 相 /
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4.複 婚

イスラム村落である ドーン･キレクには,扶養能力を前提に4人の妻帯まで認めるイスラム

法が当然生きているはずである｡ 村民に複始の実例を挙げるように求めると,8-9の組合せ

を即座に指摘する｡ ところが,この8-9組を厳密に検討すると,正確にイスラム的複姫の範

暗に属すると判断されるものは4組であることが判明した｡

複姫は,手続的にみると,現在の妻との離婚手続きをとらず して,第 2妻をめとる婚姻契約

式 (ニカ)を行なった場合に成立する｡時には,第2妻とのニカがなされたあと,第 1妻との

離婚が行なわれるケースもある｡ そこで,村民が漠然と複姫と呼称する場合でも,正確には二

つの範晦をわけて考える必要があるわけである｡

(1) 離婚が行なわれる前段階であって,事実上は複姫が生 じてはいても,複姫と呼びうる条

件を欠 く場合｡

(2) 正式の複婚

この二つをわける相異点としては,1)主観的要因として,当事者の意思,2)客観的要因

として,複姫の場合には複数の妻の扱いに関する特定の規範的ルールが働 く,を挙げることが

できる｡

(I) 離婚の前段階とみなされる実例

夫 Hl(35才)が遠隔他郡にて新 しい妻をもち,連絡が途絶え,離婚に至った夫婦がある｡

残された妻 Wl(27才)の許-ある日別の家の主人 H2(33才)が人を 介 して求婚 してきた｡

そのH2には現に妻 W2(30才)がある｡Wlは H2の求婚を受けいれ,イマムの家でニカがな

され,婚姻が成立 した｡この場合,H2と W2とはまだ正式に離婚手続きをとっていないため,

いっけん H2とWlおよびW2とのあいだに複姫が成立 したようにみえる｡ しかし,この段階

で,W2および その母とは離婚の決定を下 しており,H2もそれに同意する準備があるため,

この複婚状態は長 くは続かない｡

(2) 正式の複棺の場合

複婚関係においてほ通常,いたって厳密なル-ルが守られる｡ その1は,夫が複数の妻を平

等に待遇すべき義務であり,その2は,財産相続に関する原則である｡

まず,待遇平等についていえば,居住日数の平等,労働力提供の平等,食事回数の平等など

いくつかにわかたれる｡ 同属日数に関 していえば,1日 (24時間)交替が2例 あり (この場合

1日1夜 khonwankhonkhGGnの原則といういい方をする),1例において 5日交替が守 ら

れている｡労働力提供は,主として農地耕作の義務である｡ 金銭の提供すなわち家計の財政的

負担の義務は,農地耕作の義務と代替的なものと理解されるケ-ス,すなわち労働力提供があ

る場合には現金の提供が不必要と解する者と,現金収入を折半 して分配するケースとにわかれ

る｡
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他方,財産相続ojルールは,夫に属する財産は,第 1妻,第 2妻の子供全部 (第 2妻の連れ

子は含まない)に分配される｡ 各妾に属する財産は,各妻の産んだ子供のあいだでのみ分割さ

れる｡

表10に,複婚 4例の具体的なデ-タを掲げてある｡ 4例とも ド- ン･キ レク内での村内姫で

ある｡この裏から復姫が成立する社会的 ･経済的条件を求めてみても,かならず Lも画一的な

法則性は得 られない｡

表 10 ドーン･キレクにみる複婚例

夫 喜 第 1妻 那 2 妻

例

1

2

3

4

笹婚蒙犀婚矧年齢

61

49

38

28

社会的特徴
ハ ジ

ブーヤイ
ノヾ-ン

腕のいい
大工

第2妻がいずれも再婚であり,また第2妻の世帯に労働力が不足 している点には共通性があ

る｡ 夫のほうは,例 1と例 2とが 社会的地位の 高い点で 類似 して いるが,例 3と例 4では,

土地所有絶対量の不足が目立 っている｡ 事実例 4においては,複婿は土地を求めて行なわれて

いる｡ 例 1が,複婚成立後20年経ているのは驚異的である｡ しか し,事実は夫と第 1妻とは,

法律的関係のみ保 っているだけで,第 2妻との関係において0)み,貢の夫婦関係が存在する｡

これは,第 1妻の子供が成長 し,経済的に夫な しでやっていけるようになったことと知引月係で

はな く,また法律的関係が切 られないujは,土地所有 と無関係ではなかろう.

インドネシアやマレイのイスラム社会と違って,タイ ･イスラム村落は,タイ国の仏教圏に

散在するため,少 し微妙な問題が生ずる｡ すなわち,まず,タイ国民法は一夫多妻制を容認せ

ず,戸譜簿にも第 1の妻のみが掲載される｡こC/)法制上uj要請と対応する形で,社会通念上 も

正妻 (mialuang)と鑑安 (mianLl〇i) との 区別が存在する｡他のイスラム社会と違い,タイ

には姓 (naalnSakun)a)制度があり,これが微妙に第 1妻と第 2妻とをわける要素として働い

ている｡

これ らの点を ドーン ･キ レクにおいて上記 4例について検討 してみたところ,次のようなこ

とが気付かれた｡まず戸籍記載をみると,第 1妻 ･第 2妻の双方の戸籍に夫の名前が記載され

ているのはわずか 1例 (例 3)のみであった｡ 複数の妻たちが同一の姓の場合 (つまり第 2妻

が夫U)姓に改姓 した場合)は,4例申2例 (例 1,例2)である｡正妻 と庶妻というタイ的呼
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称は ドーン･キレク住民によって用いられている｡ その場合,第 1妻が mialuangと呼ばれ,

第2妻が mian〇〇iと呼ばれ,第 1妻が離婚されない限り,第2妻が mialuangと呼ばれるこ

とはない｡

しかし,こういう事象をば,この村において,複姫というイスラム的慣行が,タイ的慣行の

文化改変的影響を受けた証左と判断するのは行き過ぎであろう｡ 正 しくは, ドーン･キレクに

は厳然としてイスラム法が生きており,それらの事象は表面的にのみ,タイ的慣行に対応 して

いるにすぎないと考えるべきであろう｡ 姓の制度の存在にしても,それによって ｢いえ｣の観

念が生 じたりするわけでもな く,姓の改変にそれほど重要な意味を考える必要はなかろう｡ 正

妻,庶妻の語法上の区分も,タイ人が理解するほど差別的ニュアンスを有 しておらず,文字通

り第 1妻 (miakhonthiinGng)第 2妻 (miakhonthiis〇〇ng)に対応するにすぎない｡

ただ,複婚を積極的に奨励さるべき慣行とするかしないかには,タイ国社会固有の通念は微

妙な影響力がないとはいえないのではないか｡

最後に,複婿を地理的移動の契機としてみるならば,複姫による人口拡大はほとんど問題に

ならない｡まず,居住日数平等などの厳格な平等のルールを守るためには,遠隔地に第 2妻を

求めることは技術的に困難である｡ さらには,離婚と複姫との流動的関係のため,複姫が複姫

として長期化することは例外的にしかありえないからである｡

Ⅰ 文化と地理の壁をこえて

通婚困形成には,婚姻の様式以外に,経済的原因や人口の職業的構成や地理などさまざまな

要因が働 く｡ここでは,それらの要因を列挙することは避けて,通婚圏をめぐる問題を集約的

に秘めていると考えられるごく限界的 marginalな通婚現象に着目することによって, ドーン

･キレクを中心に形成される通婚圏の基盤を探 ってみたいと思 う｡ まず仏教徒との通姫,次い

で遠隔地との通姫を扱ってみたい｡

1. 仏教徒との通姫

筆者の調査地 ドーン･キレクをはじめ,タイ ･イスラムの村落は,おしなべて仏教圏に所在

し,仏教村落に周囲を包囲されている｡ したがってイスラム教徒と仏教徒とは,日常的に接触

しうる状態にある｡

ド-ン･キレクの児童は,4年制の学校教育を,近隣仏教村落の子供たちと共通の学校で,

また同一教室にて受けねばならない｡使用される教科書は,いうまでもなく,仏教説話や国王

のエピソ- ドに満ちている｡ 定期村市場 (talaatnat)をはじめ 各種の行事の折に,村民一般

は,仏教徒と親 しくまじわって交際する｡ また,ときには, ド-ン･キレク中心部に,仏教徒

が借家により一戸をかまえ,店開きすることがある｡ そういう場合にも,差別的,排他的態度

はみられない｡

480



矢野 '.南タイにおける通婚周u)形成

ド-ン･キ レクの住民には,仏教徒にたいする顕著な忌避感はみられない｡極端な現象とし

て,ある一人の老人 (73才)は,イスラムの祭礼の折には部落の祈祷堂にて礼拝 し,仏教の年

中 行事の日々には,近 くの仏教寺院の行事に加わっている｡ 別の男 (73才)は,まだ11,12才

の頃,健康がす ぐれなかった折に,父親に近 くの仏教寺院に連れていかれ,僧 phraに仏教徒

としての名前を与えてもらうことによって,健康を回復 したという｡ その男は,本名のムツト

(nut)以外にチャンケウ (chankど0)というタイ的な名前を 有 しており,村民はときにはか

れをムツトチャンケウと呼称 することもある｡

かれらが,このように教団宗教としてのイスラムの禁忌を越えた行動を示す基盤には,この

地帯に根強い精霊 (phii)信仰の伝説があると考えられる｡ 精霊信仰は,イスラムにおいては

禁忌されるが,事実は,宗教的ソフィスティケーションを欠 く住民においては,この禁忌は通

らない｡ む しろイスラム神話が民衆に容易に理解されうるのも精霊観念を介 してであり,イス

ラム神 話と精霊信仰とはある面で相互に補完 しあう関係にす らある｡いずれにせよ,精霊信仰

が住民の信仰の母体である限 り,仏教とイスラムとの双方を受容することがあっても不思議で

はない｡

このように仏教徒との日常的接触にたいする絶対的忌避感はみ られないが,それでは,仏教

徒との通始はどう考え られているだろうか｡

原則的にいえば, ドーン･ヰ レク住民の通念においてほ,仏教徒と仏教徒のままで婚姻関係

あるいは結婚的関係をもっことは,宗教上の罪 (baap)と解されている｡ ただ し,仏教徒が事

前に,イスラムに改崇する限りは,通姫は成立 しうる｡ しか し,イスラム教徒以外のものとの

婚姻は,一般的にはあまり歓迎されているとはい えない｡ したがって仏教徒との通婿は発生 し

えても,以下に分析するように,特殊なケースとして生ずることが多い｡

論理的可能性としては,ムス リムと仏教徒との通婚には,次の4ケースを想定することがで

きる｡

ケースⅠ ムスリムの男が仏教徒の女と結婚 して仏教徒となり,村外に出る場合

ケース丑 ムスリムの女が仏教徒の男と結婚 して仏教徒となり,村外に出る場合

ケースⅡ 仏教徒の男が改宗 してムス リムになることによりイスラムの女と結婚 し,入村 し

て来る場合

ケ-スⅣ 仏教徒の女が改宗 してムスリムとなることによりイスラムの男と結婚 し,入村 し

て来る場合

調査当時に生存 している ドー ン･キレク住民関係者について,この4グループの例の有無を

調べてみたところ,それぞれ次のような事例数が得 られた｡

ケ-ス I O ケースⅠ 2

ケースⅡ 4 ケースⅣ 4
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この10事例以外に,特殊なケ-スとして,出生時には仏教徒として,ナコーンシータマラ-

トに生まれ,17才の時に一家揃って ソンクラー県 に移住 し同じ年に父と共に ムスリム に改宗

し,その後数年経ってこの ドーン･キレクにてムスリムとして通常の婚姻を行なった男の例を

1件みる｡ この男の場合は,改宗後数年を経て結婚 しており,それまでにムスリムとしての心

得をことごとく習得 していたため,住民がかれをみる見方に特別視するようなところはなかっ

た｡しかし,だからといって, ドーン･キレク住民が,出生時における宗教は問題とせず,婚

姻成立時における宗教のみを問題にしているとは断じきれない｡この点を明確にするには 1件

だけの事例では資料不足にすぎる｡

それぞれのケースについて,具体的に検討 してみよう｡

<ケースⅠ ムスリム女の脱ムスリム化>

例 1 36才の女｡再婚｡出生時には仏教徒｡

初婚に際してムスリムに改宗 し,再びムスリムを離れ,現在ソンクラ-在住の華僑商人

の妻になっている｡ 財産なし｡

例 2 現在所在不明のため調査不能｡

<ケースⅡ 仏教徒男のムスリム化>

例 3 48才の男｡再婚｡妻は49才でやはり再婚｡男は他郡にて初婚をな し,マレイに出稼ぎ

に行った帰りに,現在の妻とサダオ (国境の町)で会い,結婚する｡双方とも財産なく,

現在屋敷地の1ライと少々の suan地を有するのみ｡

例4 38才の男｡再婚｡妻は39才でやはり再婚｡男は近 くの仏教部落d)出身, ドーン･キレ

クの女との初婚に際してムスリムに改宗｡離婚後,再び ドーン･キレクの女,現在の妻と

結婚する｡ 財産なし｡

例 5 35才の男｡再婚｡妻は36才でやはり再婚｡男が ドーン･キレクに遊びに来て偶然見そ

めて結婚する｡ 男は財産なく,妻の兄の土地に依存 して生活する｡

例6 30才の男｡初婚｡妻23才にてやはり初婚｡男は,バスの運転手を職業とし,かたわら

ボクシングの選手をしていたが,偶然 ドーン･キレクを訪れた折に現在の妻を見そめて,

ムスリムに改宗 して結婚をする｡

<ケ-スⅣ 仏教徒女のムスリム化>

例 7 68才の女｡再婚｡近接仏教部落出身｡夫73才も再婚｡男が女の部落を訪れた折知り合

い結婚する｡ 女の財産はすべて弟 ･妹のものになっている｡

例 8 52才の女｡再婚｡近接仏教部落出身｡夫53才も再婚｡妻固有の財産なし｡

例9 41才の女｡再婚｡他郡の出身｡夫は45才で3回目の結婚｡妻固有の財産な し｡

例10 29才の女｡初婚｡他郡の出身｡夫は31才でやはり初婚｡女がソンクラー市で女中を し

ている頃にそこで男と知り合う｡女は12人きょうだいの1番上で,財産なし｡男は元サー
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力スのオー トバイ乗り｡ 村に定住せず｡

以上の10の事例に共通する特徴を選び出してみると,第 1に,ムス リムと仏教徒との通婚が

なされるのは夫妻とも再婚の場合が多い｡再婚同志の婚姻の場合,初婚はいちおう通常のエン

ドガ ミーが行なわれている｡ 夫妻とも初婚のケースが 2例 あるが,そのいずれも男のほうの職

業に特異性がみ られる｡

1)ケースⅡの場合

裏 目 ムスリムと仏教徒との通姑で成立した世帯の土地保有

2)ケ-スⅣの場合

区 画 数 j総 而 積 (ライ)

.;

5

6

2 1i/2

11 ; (50ワー)

事 例 1 区 画 数 l総 面 積 (ライ)

第 2に,通婚の違いにあらわれる経済力の差の問題に注目しなくてはならない(表11参照)0

男性仏教徒のムスリム化の場合には,夫妻双方共に婚姻成立当時に固有財産の少なさが顕著で

ある｡ そのために,成立する核家族の経済力は極端に低い｡他方,女性仏教徒のムス リム化の

場合には,妻のほうに固有財産の欠如が著 しいが,それをめとる夫のほうはい ちおうの土地を

所有 している｡

第 3に,いま述べた点と関係するが,注目すべきことには,改宗することによってエクソガ

ミ-に踏み切る者は,おおむね家産相続権を defactoに喪失 している｡ ムスリムの異教徒化

の場合は事例が少ないので断定的なことはいえないが,やはり村民の通念では家産の分割を受

ける権利を与えられないものと考えられている｡仏教徒がムス リム化 した事例においては,倭

少な土地を有 した者はいずれもその土地を他の兄弟姉妹に奪われている｡ただ,5ライの土地

を失った代償にい くぱ くかの代金を得た例を一つだけみる (例 8の女)｡その意味で,財産権

の喪失が慣習法上 dejureに成立するとまでは言い切れない｡

第 4に,婚姻後の居住であるが,必ず しも neolocalとはいえない傾向が読みとれる｡すな

わち,婚姻後屠住は土地所有が基本的に重要な条昭二となる以上,そして,再婚のケ-スが多い

以上は,家屋 ･屋敷地を有する側に屠･住するのが通例である｡

ここで,簡単に,仏教徒との通姫にみられる文化様式上の問題をみておこう｡

仏教徒がムス リムに改宗 して, ドーン･キレク住民と婚姻を結ぶ場合に,行なわねばならな

い手続きがある｡それを総称 して, ふつう khaosunat(割礼のみをこう称するのがふつうで

あるが)と称する｡

第 1に,男性の場合,割礼である｡ 割礼は,婚姻前になされねばならない｡通常,割礼はム
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ス リムのライフ ･サイクル上重要な儀式であるので,華麗な祝宴などの儀礼がともなわれるが

仏教徒の転宗の場合には,ごく略式で済まされる｡ 割礼の執刀と,その事前におけるイマムと

の コーランの和唱 (nan aankuran)だけで充分である｡

第 2には,改名である｡4) 改名は,イマムの権限である｡ この場合,姓の改変までは行なわ

れない｡改名の例を二,三あげてお くと次の通 りである｡5)

改 名 前 の 名 新ムス リム名

男 phong -j cesen

男 d3en → Cehem

女 ian → cEno

女 chin → mo

改名は,婚姻契約式 (-カ)の折になされる｡

第 3に,結婚に際 しては,通常の婚姻契約式 (nika)がなされねばならない｡ しか し,以上

10例のうち 1例を除いて, 祝宴を伴 う婚礼 (kaan-kin liang) がなされた例を みない｡ すべ

て,ニカだけで済まされている｡ 婚姻契約金は,わずか 2例においてのみ支払われている (例

7においては,ムス リムの夫が仏教徒の妻に35バーツを支払 っている｡例 6では 1,500バーツ

を仏教徒の夫がムス リムの妻に支払 っている)｡婚礼儀式の慣習に, イスラム ･仏教のあいだ

にかなりの文化重複が見 られるにもかかわ らず,このように儀式簡略化の傾向が顕著なのは,

興味深い｡ もっとも,例 6ではかなり派手な婚礼がなされた以上,儀式簡略は再婚が多いこと

と無関係ではないかもしれない｡

以上の検討の結果,結論的にいえることは,まだ現状では仏教徒との通姫には,慣習上の障

害が多 く,ごく例外的な現象として生ずるにすぎない｡ しか し,二,三の例が暗示するように

今後社会的流動性が高まると共に,通姫の頻度が高まる可能性はある｡ 特に,都市-の通勤,

出稼ぎがはじまると,その可能性はにわかに強まるであろう. もっとも,そのプロセスは一概

には語れないほど複雑な問題を多 く含むはずである｡

2. 遠隔地との通婚

ドーン ･キ レク住民は,近接地と遠隔地との区別を,配偶者選択において,いちおうはっき

4)ふつうド-ン･キレクでは,新生児の命名waichdGは,産婆が行なう｡曜日ごとに,男女それぞれ
四つから七つのムスリムの名前が用意されていて,出生の曜日に合わせて産婆の選択により命名がな
されるOその後3カ月以内に- 望ましくは出生後40日目に- ｢タンブン･クン･プレ(thambun

khGnplc)｣がなされ,イマムが招かれ必要に応じて,かれが改名を行なう.もし新生児が健康であ
れば,産婆のつけた名前がそのまま採用される｡

5)現在 ドーン･キレクには,本来イスラム系とは考えられない姓がいくつかある｡
例 : phromhaacIlaibindet sanaamwong sinsamut

chaiphakdii damsiimatsatham ch〇〇p ngaam
cllaibandit

これらは,いずれも長い歴史の過程で,住民と仏教徒との通始を通じて混入したものと判断される｡
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りと行なう (先述 p.466)0

タイ ･イスラムの場合,周辺を仏教衆落で囲まれている現実が,いちおうの地理的枠の意識

を作 り出す し,また歴史的にみて, ドー ン ･キ レクの場合とくに顕著であったが,周囲を ｢虎

の抜塩する｣密林で囲まれる状態が百年ほど前まで続いていたことによって,村の地理的な境

の意識はかなり強 く存在する｡

しか し,すべてのムス リムなみに,メッカ巡礼やポン ド留学など人為的な地理的移動の慣習

があり,すべては交通の便宜上の問題なのであり,地理的移動を怖れて忌避するほどの硬い枠

の意識は形成されなかった｡6)

従 って社会制度上,他村との境を制 度的に守るべき文化上のルールはまった くな く,従って

遠隔地 と近接地 との区別は,基本的には心理的距離感に基づ くものと判断できる｡ すなわち,

この遠近の意識は,あくまで も非制度的なものであって,せいぜい文化的かつ地理的なものな

のである｡

り,さらには経済様式,珪活様式などの差であろうo日下とりあえず,この観点か ら,村民の

意識に存在する地理的枠を検討 してみよう｡

まず他県 (Cangwatdan)という表]甜ま,村民の意識において,実質的な意味をもつ｡なぜ

な ら,タイ ･イスラムは,このソンクラー県においてもっとも顕著な存在を示す (筆者はこの

地域に見 られるタイ ･イスラムの地理的分布に着目して,ソンクラー ･タイ ･イスラム ･ベル

トという表現を用いることに している)のであって,より北部の県はおおむね仏教国になり,

満下すれば南部 4県のマレイ語イスラム圏となるからである｡

これにたい して,他郡 (amph∂aGdn)はそれほど実質的な意味を有 しない｡県と違い,こ

の レベルまでさがると,行政区画は無意味になり,村民が意識するのは,む しろより実際的な

交通の難易になる｡他郡に属 しても近接 した地帯には,この村か ら徒歩にて容易に往復できる

いわゆる ｢隣り村J的なものも含まれて くるが,それ らの衆落ほむ しろ実際上は ドーン･キ レ

ク住尺の生活圏に入 ってす らいるわけで,別の扱いをすべきであろう｡

ただ他郡でもかなりの遠隔地になると,郡名が出身地の名称として有効になるため,遠隔地

郡の場合だけは,他郷をそれとして扱 うことが無意味ではないOその場合には,ソンクラー県

の地勢上,北部沿海諸郡と両部 bilingual諸郡とにわけて考えるほうが望ま しい｡ なぜなら,

北部のラノ- トやサテ ィンプラは,主 として米作や漁業を行なう地帯で, ドーン ･キ レクとは

なじまない傾向をもつのにたい し,南部諸郡はマレイ文化圏と近接 し,す ぐれた私設イスラム

6) ドーン.キレクにおける婚礼の儀式をみると,屋敷地入り (khaoboriweenbaan),家入り (khao
baan), 部屋入 り (khaoho⊃ng)の 3儀式には新郎が新婦の許をは じめて訪カ1る場合に意識的に守

られろが,それ以外に ｢村入り｣という儀式は存在しない〔

485



東南アジア研究 7巻 4号

学校 (pono)も多 く所在する地帯で,なじみやすいからである｡

いろいろな他の集落を ドーン ･キ レク住民がどう意識的に区別 しているかは興味深い｡先に

も述べたように, ドーン･キ レクは村外に二,三の派生村を有 している｡ これ らの集落には,

村民がある種の親近感を もって いることは 否定 できない し,日常的な接触範囲にもなってい

る｡これ らは独立の範噴となろう｡

次いで,派生村ではない他集落が来るが,この場合,隣接するタ-カーム村は,行政上は他

郡に属するが, ドーン･キレクとの通婚は少なくなく,特別な扱いを受けている｡ こうしてみ

ると, ドーン･キ レク住民の意識にある地理的な枠を,意識される遠近の順に整理 してみると

次のようになる｡

1. 他 県

2. 遠 隔 他 郡 一 北部沿海諸郡

｣ 南部 biling｡a.諸郡

3. 非 派 生 他 集 落一 丁- 非隣接集落

- 一隣接集落

4. 村 外 派 生 集 落

5. ト ン .キ レク村内 工 芸三',V,i:ム

そ して,ここで遠隔地との通始として問題にしたいのは,(I)他県との通婚 (2)遠隔他郡と

の通姫,である｡非派生非隣接集落についてもだい じな問題点があるが,別の機会にくわ しく

検討するとして,ここでは割愛 したい｡

なお,ついでながら,他国出身者との通姑について調べてみると,夫の出生地がマレ-シア

のサイブリ- (現在のアロ-ルスタ-)であるという解答を 1例だけ得たが,これは太平洋戦

争中にタイ国の範図の南限がマレイに喰い入 った時代に成立 した婚姻であって,別に異とする

に足 らない｡当時,村民が牛をひいて数 日かけてサイブリーの市場に運んで行 くことがよくあ

ったが,その折になされた婚姻である｡7)

か くして遠隔地との通姫として当面問題にすべきは,やはり他県より下の レベルに限 られて

くる｡

(1) 他県との通婚

夫妻のいずれかが遠隔他県出生のものである事例は,6件得 られる｡ 6件のうちすべてが一

方は ド-ン･キレク出生者である｡ そしてすべて初婚の場合に成立 している.

表12が示すように,いくつかの共通点がある｡ 第 1に,いわゆる南部 4県のマレイ文化圏か

7)そのほか村民の記憶にある過去の事例としては,ジャワ島人が数年問村に滞在し,結婚をし,その後
妻子を残して村から消えた例をきく｡太平洋戦争中,日本軍が用役の目的でかなりの数のジャワ島人
をマレイ半島北部で用いたらしいが,それと無関係ではなさそうである｡
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らの流入はわずか 1例 (例 3)だけで,あとは,ソンクラ-より北部に位置す る仏教地域か ら

の流入である｡ これは言語 と関係す る事象であろう｡ パタル ン県のタイ ･イスラムは,内陸湖

タレ一 ･サ ップを介 して ソンクラーと琴易に接 しうる地点に点在 しているので,例 4があって

も不思議ではない｡ナコー ンシータマラー ト県 との通姫が 4例 もあるのは興味深いが,よ く検

討す ると,例 1,例 2,例 6 (例 1と例 6は兄弟)の場合は,両親あるいはそれ以前の世代が

かつて ドー ン ･キ レクに居住 したことがあり,そのため親類がこの村に相当数あり,僅少なが

ら両親がこの村 に土地所有をな している例 もあって納得がい く｡

蓑 12 他 県 と の 通 婚

＼訂-空耳夫婦別i】
例 l L 夫 ;

棚
五

例 2 1 夫 1 60

例 3

例 4

I.J

nU

･1/
;
人

卜､

卜
､

31

35

40

58

一

.

コナ -ン′シ-
タマラー ト

ナコ-ンシ-
クマラ- ト

サ トゥ-ン

ノヾタルン

ナj二~ラジ二
クマラー ト

ナコ-ンシー
クマラー ト

箕宏針論調 特 徴

i-完 工 ~｢ -1I/3 E両親嘉 蒜 言古二 ¶- I

イスラム 1 2/6 1両親早期死亡｡水田4ライ相続｡

竺 竺 1-;,'47ィスラム l
両
親土地所有少なく
,2
箇所7ラ

イ
のみ｡両親土地所有少なく
イのみ｡

1簡所2ラ

仏 教 i 1/2 .(482ページ記載のケース)

第 2に,き ,卜うだい問順位がいずれ も高順位であって,生家における家産相続で不利な立場

にあることであるoそれ11上に,第 3には,!-I:/-3Iの土地所有が極度に僅少な点で も顕著な共通

点がある｡

第 4に注 目すべきことには,30才台の事例を 2例みるが,その場合他の 4例のような特殊事

情がな く,将来起 こりうるケースを暗示 している｡ 例 3の男は,兵役 中にこの村 に遊びに来て

女をみそめている｡ 例 4ほ, 両親の土地所有が皆無に近 く, 4人きょうだい中 3人までが男

で,牲家には妹が残 り,その 3人はすべて遠隔地に出稼 ぎに出ねはな らなかったという｡

第 5には,六つの事例すべてが男の移入であって,女性の例をみないことである｡地理的移

動は,まず男性 において顕著に見 られることを示す ものであろう｡

最後に,表か ら離れて,婚姻の株式をみると, 6例 とも,当事者選択 (-一 ･エー ン)によっ

てなされている｡また,婚礼は略式にニカのみで済まされている｡ 婿資金はやはりきちんと払

われている｡妻方のきょうだい問順位 と婚姻後屠イ主について表示す ると,以下の通 りとなる｡

例 1 5/8 neolocal 例 4 4/4 matrilocal

例 2 2/2 matrilocal 例5 2/5 neolocal

例 3 7/ll matrilocal 例 6 2′/3 neolocal

妻 は夫よりほ相対的に家産相続上有利な順位にあ り,事実いずれ もいちおうの土地を相続 し

ている｡婚姻後居住が,原則 として妻方居住になるのは当然であろう｡
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図 8 ソンクラー県分郡図 (2) 遠隔地郡との通婚

a)北部沿海諸郡 との場合

対象となる郡に,サテ ィンプラ

とラノー トとの二つがある (図

8参照)0

ラノー ト郡 との通姫を 1例み

る｡ 妻 (32才)がそれで,夫 (43

才)は村外派生集落の出身であ

って,この夫妻は,この村の婚

姻諸例中夫妻双方 ともが ドー ン

･キ レク出身でない唯一の例で

ある｡双方 とも再婚である｡妻

のほうの家系を検討す ると,両

親 とも仏教徒であり,本人はあ

る事情で幼児の時に別のイスラ

ムの世帯にもらい子 され,そ し

てムス リムと初婚 している｡ 2

人 きょうだいの長子であって,

家産相続を受 けていない｡ 2人

は現在夫方の親類の土地に居住

している｡

サテ ィンプラ郡 との通姫は,

4例数える｡ いずれ も夫婦の片方は ドー ン ･キ レク 出生 であるo

表13を検討すると,すべて他県 との通始によ く似た特徴を もつ ことが気付かれる｡ 唯一の逮

い は,こち らに再婚同志の婚姻が含まれる点だが,他の遠隔地 との婚姻に再婚の事例が概 して

多いのに,他県 との通姫が初婚のみであったのは興味深いoいずれにせよ,北部沿海諸郡 との

表 13 サティンプラ郡との通婚

きょうだ
い間順位

特 徴
墓家墓 l初 ･再婚

嘉 こ 聖 l夫婦Bu ll年齢 !仏 教 l初 婚@l 1 l * 29

例 2 1 夫 l 64 1イスラム

例 3 1 夫

例 4 1 夫

488

イスラム

イスラム l初 婚

1/12 1(仏教徒との通婚例10参照)

5/6 1夫婦双方共再婚｡妻屋敷地所有｡

同 上

両者共土地所有なし｡
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通姫は,本質的意義において,他県との通婚と同一範暗に属すると考えてよさそうである｡

b)南部 bilingual諸郡

対象となる郡には,チャナ,チ-パ-,サバ ヨ-イ3郡があるが,このうちサバヨーイとの

通始の例はない｡

テーパ-郡との通姫を 1例みる｡妾 (38才)がテ-パ-郡出身｡ 2人の姉がいて,末妹であ

るが生家に留まらなかった｡双方とも再婚で,現在の夫 (46才)はきょうだい 間順位 4人中3

位である｡ 夫妻ともに土地保有が乏 しく,現在借地 (5ライ)を耕作 し,兄の土地に居住 して

いる｡

チャナ郡との通姫を3例みる｡

表14の諸例では,例 3が,ごく通例通 りの結婚であったのが注目される｡ すなわち,婚姻儀

式の簡略化もなく,盛大な祝宴も行なわれている｡表にも記載 したように,夫がポンド留学中

に知り合ったもので,今後共この類型は繰り返されよう｡

表 14 チ ャナ郡 との透 析

㌔--､､
夫 婦 別 J 年齢

例 l i 夫

例 2 妻

35 i

生家の .初 ･再墨′塾J_･._担ー
イスラム

きょうだい‖川嶋位 特 徴

再婚 1/3 2双方共再婚O夫オレンジ栽培をなす｡

32 Lイスラム F初婚 , ? :妻の生家は漁業を行なう.

例 3 Z 妾 f 31 イスラム 1初婚 】 1/3 1夫,ポンド留学先で知り合う｡

例 1と例 2に関 しては,生家の生業が果樹栽培および漁業と, ドーン･キ レクには見 られな

い類のものであるのが興味深い｡例 1は再婚同志,例 2は,｢かけおち｣のケースと考えられ,

いずれも略式結婚をな している｡知り合ったのは,夫のほうが妻の土地に遊びに行ってみそめ

たものである｡

(･3) 遠隔地との通婿の特徴

以上,他県と遠隔地郡とにわけて検討を加えたが,まとめて考えてみると,総軍例数はわず

か15例である｡ 例外的です らある｡ この15例中に再婚のケースを5例数え,仏教徒との場合が

2例含まれている｡だいたいにおいて,他県との通婿で分析 した通 りの傾向がすべてのケース

についていえそうで,突きつめて考えると,土地保有の絶対量が地理的流動と密接に結びつい

ていることがわかるoき,Lうだい問順位の高位性 との 相関が 高いのもその一つの 証左となろ

う｡

土地保有との関係で生ずる通婿の場合,耕作可能土地の絶対量の差に応 じて人口流出を生む

村落と人口流入を招 く村落とがわかれる｡ ドーン･キレクは,現在ではまだ人口流入村である

ように思われるが,土地保有が減少する次冊 tでは,さまざまな形での人口流出が生 じ,新た

な相型での遠隔地通婿が現象化するであろう｡その場合,他県との通婿の例中いわゆる遠隔拡
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大家族 (geographicallydebchedextendedfamily)に基づ く現象を 1-2みたが,すでに成

立 している遠隔地間に生 じた姻縁関係が,将来の人口拡大の新たな基盤となることも考えられ

よう｡ いずれにせよ,わずかな数の例のなかにも,将来の趨勢を暗示する要素がい くつか含ま

れていて,以上の15例は,改めて詳 しく分析検討する必要があるかもしれない｡

お わ り に

以上で,本稿の主題,通婚圏の形成についての検討をおえたい｡

本稿には,大きな欠点と思われる点が一つあるかもしれないO それは,もっぱらド-ン ･キ

レクへの人口の流入についてのみ分析 し, ドーン･キレクからの人口の流出についての検討を

怠った点である｡ しかし,通婚岡の拡がりと特にその形成の態様のおおよその傾向を知る上で

は,以上の分析でこと足りると考える｡ ドーン･キ レクの ｢豊かさ｣はむしろ人口流入を招 く

魅力となってもいる｡ ドーン･キレクから婚姻を介 して流出した人口の分布については,歴史

的に世代をさかのぼった上で,改めて別個に検討 したいと考える｡ つまり,通婚圏の基礎とし

て,やはり地理的に拡がる遠隔拡大家族の問題は,親類縁者 (yaatphiin〇〇ngna主khaw)の

枠の問題とからませて考えてみる必要があろうからである｡

以上の検討の結果,通婿岡を定める主要因が土地の経済にあることが判明 した｡現在の通婚

圏の態様は,ひとえに ドーン･キレクの土地経済の安定とある程 度の豊かさを示 していると考

えられる｡ しかし,まだ数少ない例が暗示するにすぎないが, 土地 経済を 離脱 して 非農業的

職業が増えるにつれて,より白山な様式により婚姻がなされるであろうことがわかった｡その

良,次便代にg,17主著になるであろう土地保有の過少化 とそれに伴う都市-の依存度合の高まりや

他地方-の人口流出は,いっきょに通婚圏を拡大させることであろう｡

現在の ドーン･キ レクの通婚圏は,まだあまりに村内婿に偏りすぎているきらいがあり,そ

蓑 15 ドーン･キレクの滴婚圏 (Ⅰ)

荏 :区分については p･486参照o
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こで,いずれにせよ今後は,村外姫の頻度が増え,同時に通婚圏の地理的拡大は,当然顕著に

生ずることであろう｡ 今後それがどのような拡がりと密度の深まりを見せるかは予断を許さな

い｡いずれ次の段階に発生するであろう新たな通姫の類型を待ちたいと思 う｡ しか し,イスラ

ム信仰をもち,かつ南部タイ方言を話す村民にとって,生活技術水準の持殊性 もあって選びう

る地理的移動の範囲には制約がはなはだ しい｡そのことによって,通婚圏の地理的拡がりには

いちおうの制約があると考えられる｡ その制約がどう影響するか,またその制約の壁にどのよ

うな対応がなされるか,今後長期にわたって注目しなければならない｡

最後に,本稿の冒頭に予告 したように,表 1に修正を加えた通婚圏の表を新たに掲げてお く

(表15)0
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